
小中学校建築設備定期調査業務委託 仕様書 

１． 場所 

笛吹市石和町市部 720番地 石和南小学校ほか 18校 

２． 対象施設 

市内小中学校 19校 

※別添 1参照

３． 委託内容 

建築基準法第 12条の規定に基づき、指定された資格を持つものが、 

建築設備の調査・点検を行い、報告書を作成し、県に提出する。 

※調査対象

（建築設備） 

４． 工期 

契約日の翌日から、令和 8年 9月 30日まで 

５． 委託条件 

現地調査は学校都合を優先とし、基本的には夏休み期間中とする。 

監督員及び学校関係者との協議等に要する費用はすべて、本委託業務に

含む。 

調査のなかで、換気設備機器等の故障を確認した場合についても、併せ

て監督員に報告を行うものとする。 

６． 貸与する資料 

令和 7年度 特殊建築物等定期調査報告書類 

７． 成果品 

・報告書・・・2部（正本・控）

・報告書電子記録媒体・・・1枚（CD-ROM等）



別添 1 

 

 

 

・石和南小学校   笛吹市石和町市部 720番地 

・石和東小学校   笛吹市石和町中川 478番地 

・石和北小学校   笛吹市石和町松本 1442番地 20 

・富士見小学校   笛吹市石和町今井 10番地 

・石和西小学校   笛吹市石和町唐柏 360番地 

・御坂西小学校   笛吹市御坂町夏目原 592番地 1 

・御坂東小学校   笛吹市御坂町上黒駒 1692番地 

・一宮西小学校   笛吹市一宮町東原 330番地 2 

・一宮南小学校   笛吹市一宮町土塚 655番地 2 

・一宮北小学校   笛吹市一宮町中尾 933番地 

・八代小学校    笛吹市八代町岡 780番地 

・境川小学校    笛吹市境川町小黒坂 1941番地 

・春日居小学校   笛吹市春日居町桑戸 664.番地 

・芦川小学校    笛吹市芦川町中芦川 835番地 

・石和中学校    笛吹市石和町小石和 716番地 

・御坂中学校    笛吹市御坂町下野原 1257番地 

・一宮中学校    笛吹市一宮町末木 801番地 

・浅川中学校    笛吹市八代町岡 1111番地 

・春日居中学校   笛吹市春日居町鎮目 613番地 2 


